敷金返還請求書
平成２２年　　月　　日
被通知人
東京都○○区○○１丁目
２番３号
○○　○○　殿
  通知人
東京都○○区○○９丁目
８番７号
△△マンション６０５

甲野　太郎
本通知書作成代理人

〒１６２－０８２２

東京都新宿区下宮比町２－２８

飯田橋ハイタウン１１０４
行政書士事務所

飯田橋総合法務オフィス
ＴＥＬ:０３-５２０６-７７７３
行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、本通知書作成代理人として下記の通り通知致します。

通知人は、平成○○年○○月○○日より、貴殿から下記建物を賃借し、居住しておりました。
記

所　　在：

建物名　：

部屋番号：

そして、平成○○年○○月○○日に解約の予告をした上で、平成○○年○○月○○日に同物件を貴殿に明け渡しました。

しかしながら、賃貸借契約の締結時に貴社に敷金として預託しておりました金●●●，●●●円につき、すでに建物明け渡し後、相当な期間が経過しているにもかかわらず、貴殿からは未だ返還をして頂けておりません。

なお、通知人は、賃借期間中、細心の注意をはらって生活してきたものであり、賃料の滞納もなく、同物件に関して経年変化以外に、通常の使用を超えるような消耗はありませんでした。
また、★年にわたる長き賃借期間でしたので、付帯設備はすべて、減価償却がなされているかと思慮しております。

当然ご承知のこととは思いますが、通常使用によって生じる自然損耗や経年劣化に伴う補修費や原状回復費は、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われているものであります。
よって、敷金の清算におかれては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や消費者契約法第１０条、民法第９０条、借地借家法、などの関係法規に従う必要があります。

すでに裁判例でも、以下のとおり、数多く判示がなされております。

「賃借人の責任の有無にかかわらず、また、居住年月日の長短にも関係なく、解約時には当然に修繕費用を敷金から差し引く旨の特約は、無効である。」

大阪高裁　Ｈ１６年１２月１７日　判決
大阪高裁　Ｈ１７年　１月２８日　判決
神戸地裁　Ｈ１７年　７月１４日　判決
大阪地裁　Ｈ１８年　２月２８日　判決
大阪高裁　Ｈ１８年　５月２４日　判決
京都地裁　Ｈ１８年１１月　８日　判決
京都地裁　Ｈ１９年　４月２０日　判決

つきましては、貴殿に対し、本書面到着後１週間以内に、金●●●，●●●円を返還されるよう請求致しますので、善処頂けますよう、お願い申し上げる次第です。

返還して頂けない場合には、残念ながら、行政指導を求める申告、訴訟・仮差押えその他の法的手続き、などの然るべき対応をとる所存ですので、ご承知おき下さい。
また、連絡事項などがある場合は、すべて通知人の自宅宛てに文書のみとして下さい。
記

金融機関名：●●銀行
支店名：●●支店
預金種別：普通預金

口座番号：●●●●●●●
口座名義：甲野　太郎
　　　　　　（コウノ　タロウ）
以上

